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○
原
子
力
規
制
委
員
会
告
示
第
七
号 

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

の
規
定
に
基

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術

上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

平
成
二
年
十
一
月
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正

 

令
和
六
年
十
月
十
五
日 

原
子
力
規
制
委
員
会
委
員
長 

山
中 

伸
介 

次
の
表
に
よ
り

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め

改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た

そ
の
標
記
部
分
が

同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改

そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正

前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

削

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前



  

2 

欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

加
え
る

 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

後 

改 
 
 
 
 
 
 

正 
 
 
 
 
 
 

前 

別
記
様
式
第

1
3（

第
41

条
関
係
）
 

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
 

（
略
）
 

備
考

１
 
規

則
第

2
1

条
第
１

項
第

２
号

の
書

類
は

次
の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ
し

、
ロ

に
掲

げ
る

事

項
に

つ
い

て
は

、
申

請
に

係
る

輸
送

容
器

が
実
用

発
電

用
原

子
炉

の

設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和

53
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7

号
）
第

1
0
0
条
第
２
号
で
定
め

る
特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
で
あ
っ
て
、

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原

子
炉

の
規
制

に
関

す
る

法
律

（

昭
和

3
2
年
法
律
第

1
6
6
号
）
第

4
3
条
の
３
の

3
1
第
１
項
の

指
定

を
受

け
た

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
輸

送
容
器

に
係

る
同

規
則

第

1
1
2
条
第
１
項
の
型
式
指
定
の
番
号
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。
 

 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
 

２
 
（
略
）
 

 

別
記
様
式
第

1
3（

第
41

条
関
係
）
 

核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
 

（
略
）
 

備
考

１
 
規

則
第

2
1

条
第
１

項
第

２
号

の
書
類

は
次
の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に
つ

い
て

記
載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

申
請
に

係
る

輸

送
容

器
が

実
用
発

電
用

原
子
炉

の
設

置
、

運
転

等
に

関
す
る

規
則

（

昭
和

53
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7
号
。
以
下
「
実
用
炉
規
則
」
と
い

う
。

）
第

1
0
0
条
第
２
号
で
定
め
る
特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
で
あ
り
、

か
つ

、
当
該
輸
送
容
器
に
係
る
実
用
炉
規
則
第

1
10

条
第
１
号
の
型

式
設

計
特

定
機
器

指
定

通
知
書

の
写

し
（

同
条

第
２

号
の
型

式
設

計

特
定

機
器

変
更
承

認
通

知
書
の

交
付

を
受

け
て

い
る

場
合
は

、
そ

の

写
し

を
含

む
。
）

を
添

付
す
る

場
合

に
は

、
ロ

に
掲

げ
る
事

項
の

記

載
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
 
２
 
（
略
）
 

 

別
記
様
式
第

1
4（

第
41

条
関
係
）
 

核
燃
料
輸
送
物
設
計

変
更
承
認
申
請
書
 

（
略
）
 

別
記
様
式
第

1
4（

第
41

条
関
係
）
 

核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書
 

（
略
）
 



  

3 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
告
示

実
用
発
電
用
原
子
炉
の

等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

令
和
六
年
原

子
力
規
制
委
員
会
規
則
第
五

の
施
行
の
日
か
ら
施
行

 

備
考

１
 
規

則
第

2
1

条
第
１

項
第

２
号

の
書

類
は

次
の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
記

載
す

る
こ

と
。

た
だ
し

、
ロ

に
掲

げ
る

事

項
に

つ
い

て
は

、
申

請
に

係
る

輸
送

容
器

が
実
用

発
電

用
原

子
炉

の

設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則

（
昭
和

53
年
通
商
産
業
省
令
第

7
7

号
）
第

1
0
0
条
第
２
号
で
定
め

る
特
定
兼
用
キ
ャ
ス
ク
で
あ
っ
て
、

核
原

料
物

質
、

核
燃

料
物

質
及

び
原

子
炉

の
規
制

に
関

す
る

法
律

（

昭
和

3
2
年
法
律
第

1
6
6
号
）
第

4
3
条
の
３
の

3
1
第
１
項
の

指
定

を
受

け
た

も
の

で
あ

る
と

き
は

、
当

該
輸

送
容
器

に
係

る
同

規
則

第

1
1
2
条
第
１
項
の
型
式
指
定
の
番
号
を
記
載
す
れ
ば
足
り
る
。
 

イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
 

２
 
（
略
）
 

備
考

１
 
規

則
第

2
1

条
第
１

項
第

２
号

の
書
類

は
次
の
イ

か
ら

ニ
ま

で
に

掲
げ

る
事

項
に
つ

い
て

記
載
す

る
こ

と
。

た
だ

し
、

申
請
に

係
る

輸

送
容

器
が
実
用
炉
規
則
第

100
条
第
２
号
で
定
め
る
特
定
兼
用
キ
ャ

ス
ク

で
あ

り
、

か
つ

、
当

該
輸

送
容

器
に

係
る

実
用

炉
規
則

第
1
1
0

条
第

１
号

の
型
式

設
計

特
定
機

器
指

定
通

知
書

の
写

し
（
同

条
第

２

号
の

型
式

設
計
特

定
機

器
変
更

承
認

通
知

書
の

交
付

を
受
け

て
い

る

場
合

は
、

そ
の
写

し
を

含
む
。

）
を

添
付

す
る

場
合

に
は
、

ロ
に

掲

げ
る
事
項
の
記
載
は
、
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 イ
～
ニ
 
（
略
）
 

 
 
２
 
（
略
）
 

 
 


